
平成

る
。

年 月 日 金曜日

土国開山

山 口 県

生生生保漁漁道
○
公准

（定期）報

○
規山

○
告生生 毎

第 号

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

営
農
地
再
編
整
備
事
業
（
豊
北
地
区

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

規

口
県
ス
ポ
ー
ツ
交
流
ま
ち
づ
く
り

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

安
林
予
定
森
林
（
美
川
町
）
（
森
林

船
損
害
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項

船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
く

路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

告看
護
師
試
験
の
実
施
（
医
務
課
）
…

目

次

則口
県
ス
ポ
ー
ツ
交
流
ま
ち
づ
く
り
拠

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機

週
火
・
金
曜
日
発
行

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

安
崎
下
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

則

拠
点
施
設
条
例
の
施
行
期
日
を

療
機
関
の
指
定
辞
退
の
届
出
（
厚
政
課

護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
加
入
区
と
し
て
指
定
さ
れ
た
告
示
の

届
出
事
項
（
漁
政
課
）
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

点
施
設
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

一
部
改
正
（
漁
政
課
）
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

則
（
地
域
政
策
課
）
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

永
安
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
真
口
会
椋
木
医
院

た
か
は
し
小
児
科
医
院

徳
地
町
串
診
療
所

西
嶋
歯
科

小
林
歯
科
医
院

秋
芳
歯
科
医
院

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

医

療

名

称

あ
や
ら
ぎ
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

金
子
整
形
外
科
・
小
児
科
医
院

外
河
脳
神
経
外
科
医
院

山
口
市
休
日
夜
間
急
病
診
療
所

告

山
口
県
告
示
第
六
百
四
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

山
口
県
規
則
第
百
四
十
四
号

山
口
県
ス
ポ
ー
ツ
交
流

山
口
県
ス
ポ
ー
ツ
交
流
ま
ち

施
行
期
日
は
、
平
成
十
八
年
七

岩
国
市
尾
津
町
二
丁
目
一
四
番

長
門
市
日
置
上
五
九
八
〇

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
七

一佐
波
郡
徳
地
町
大
字

河
内
一

下
関
市
長
府
土
居
の
内
町
四
番

周
南
市
辻
町
五
番
八
号

美
祢
郡
秋
芳
町
大
字
秋
吉
五
三

二

山
口

機

関

所

在

下
関
市
綾
羅
木
本
町
五
丁
目
二

宇
部
市
上
町
一
丁
目
六
番
一
六

山
口
市
緑
町
六
番
五
号

〃

糸
米
二
丁
目
六
番
六
号

示

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

山
口

ま
ち
づ
く
り
拠
点
施
設
条
例
の
施

づ
く
り
拠
点
施
設
条
例
（
平
成
十

月
二
十
二
日
と
す
る
。

一

五
〇
号

〃

八
、
三

〃

一
〇
、

五
八
の

〃

八
、
三

四
三
〇

〃

九
、
三

一
三
号

〃

八
、
三

〃

〃

〃

六
八
の

〃

〃

〃

県
知
事

二

井

関

成

廃

止

年

月

日

地
番
七
号

平
成
一
七
、

九
、
三

号

〃

八
、
三

〃

九
、
三

〃

〃

〃

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医

た
。

県
知
事

二

井

関

成

行
期
日
を
定
め
る
規
則

七
年
山
口
県
条
例
第
四
十
九
号
）

一四一〇一 〇一〇 療 の

規

則

告

示



平成 年 月 日 金曜日

名有
限

山
生

定
医

山 口

安
東

小
林

こ
こ

秋
芳

花
咲指

（定期）県 報

金
子

山
口
所山

口
山
口

永
安

医
療
科
医

橋
本

第 号

山
生

た
め名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
小
川

山
口
市
大
内
御
堀

七
七
七
の
四
六
三

口
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
を

第
二
歯
科
医
院

岩
国

歯
科
医
院

周
南

ろ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
陽

歯
科
医
院

美
祢
二

薬
局

山
口

定
訪
問
看
護
事
業
者
等

小
児
科

宇
部

市
休
日
・
夜
間
急
病
診
療

山
口

市
串
診
療
所

〃

市
柚
野
診
療
所

〃

ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
国

法
人
社
団
た
か
は
し
小
児

院

山
陽
一

歯
科

下
関

口
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

医

療称

所

名

称

所

訪
問
看
護
花
の
森

山
口
市

〇
番
二

五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）

辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

市
麻
里
布
町
七
丁
目
二
番
三
号

市
花
畠
町
二
番
二
六
号

小
野
田
市
大
字
山
川
七
五
の
一

郡
秋
芳
町
大
字
秋
吉
五
三
六
八

市
大
内
矢
田
三
〇
の
六

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

市
上
町
一
丁
目
六
番
一
六
号

市
糸
米
二
丁
目
六
番
六
号

徳
地

河
内
一
四
三
〇

徳
地
柚
木
三
七
八
の
一

市
尾
津
町
二
丁
目
一
四
番
五
〇

小
野
田
市
大
字
西
高
泊
七
五
八

市
長
府
土
居
の
内
町
四
番
一
三

第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条

の
と
お
り
指
定
し
た
。山

口
県
知

機

関

在

地
在

地

宮
島
町
一

五
号

平
成
一
七
、

一
〇
、

一

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

。

〃

一
〇
、
二
一

〃

九
、

一

〃

一
〇
、

〃

の

〃

九
、

〃

〃

一
一
、

〃

ン
等

指
定
年
月
日

平
成
一
七
、

九
、

一

〃

一
〇
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

号

〃

九
、

〃

の

〃

〃

〃

号

〃

〃

〃

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

事

二

井

関

成

指

定

年

月

日

社
会
福
祉
法
人

山
水
会

萩
市
川
上
四

二
一
の
一

社
会
福
祉
法
人

小
郡
町
社
会
福

祉
協
議
会

山
口
市
小
郡

郷
一
四
三
七

六

秋
穂
町

吉
敷
郡
秋
穂

東
六
五
七
〇

称

た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人

秋
穂
町
社
会
福

祉
協
議
会

山
口
市
秋
穂

六
五
七
〇

社
会
福
祉
法
人

阿
知
須
町
社
会

福
祉
協
議
会

〃

阿
知

二
七
四
三

社
会
福
祉
法
人

小
郡
町
社
会
福

祉
協
議
会

〃

小
郡

郷
一
四
三
七

六

山
口
県
告
示
第
六
百
四
十
三

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

住
所
又
は
主

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

医

療

名

称

生
駒
医
院

山

第
一
薬
局
有
帆
店

山
九

か
わ
か
み
苑
訪

問
介
護
事
業
所

萩
市
川
上

二
一
の
一

下の

社
会
福
祉
法
人

小
郡
町
社
会
福

祉
協
議
会

山
口
市
小

郷
一
四
三

六

町

秋
穂
町
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

吉
敷
郡
秋

東
三
九
九

東

秋
穂
町
社
会
福

祉
協
議
会

山
口
市
秋

六
五
七
〇

須

阿
知
須
町
社
会

福
祉
協
議
会

〃

阿

二
七
四
三

下の

社
会
福
祉
法
人

小
郡
町
社
会
福

祉
協
議
会

〃

小

郷
一
四
三

六

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次

山
口

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在 山
口

機

関

所

在

陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭
四
六
六
の

陽
小
野
田
市
新
有
帆
町
九
番
一
六

四
九

〃

〃

九
、
三

郡
下

七
の

訪
問
入

浴
介
護

〃

一
〇
、

穂
町

三

通
所
介

護

〃

九
、
三

穂
東

訪
問
介

護

平
成
一
七
、

一
〇
、

知
須

〃

〃

〃

郡
下

七
の

〃

〃

〃

四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た

県
知
事

二

井

関

成

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地 県
知
事

二

井

関

成

指
定
辞
退
年
月
日

地三

平
成
一
七
、

九
、
三

号

〃

〃

〃

二

〇二〇 二〃〃 す旨 〇



平成 年 月 日 金曜日

祉
協

〃〃有
限

医
療

山 口 県

介
護居氏称

社
会

山
口

（定期）報

社
会
郡
町

議
会

社
会

地
町
議
会

山
生

第 号

居名
社
会

穂
町

議
会

社
会
知
須
協
議

町
一
丁
目
五
番

二
号

サ

議
会

〃

〃

〃

あ護

〃

〃

〃

お介

会
社
小
川

〃

大
内
御

堀
七
七
七
の
四

六
三

訪森

法
人
茜
会

下
関
市
上
新
地

か

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人

市
社
会
福

山
口
市
上
竪
小

路
八
九
の
一

あ護

福
祉
法
人
小

社
会
福
祉
協

〃

小
郡
下
郷

一
四
三
七
の
六

福
祉
法
人
徳

社
会
福
祉
協

〃

徳
地
堀
一

六
八
四
の
一

口
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
秋

社
会
福
祉
協

山
口
市
秋
穂
東
六

五
七
〇

福
祉
法
人
阿

町
社
会
福
祉

会

〃

阿
知
須
二

七
四
三

ー
ビ
ス

殿
町
一
丁
目
一

四
番
三
号

じ
す
訪
問
介

事
業
所

〃

阿
知
須

二
七
四
三

ご
お
り
訪
問

護
事
業
所

〃

小
郡
下

郷
一
四
三
七
の

六

問
看
護
花
の

〃

宮
島
町

一
〇
番
二
五
号

つ
や
ま
デ
イ

下
関
市
田
倉
御

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

い
お
訪
問
介

事
業
所

山
口
市
秋
穂
東

六
五
七
〇

社
会
福
祉
法
人
小

郡
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃一
四
三

社
会
福
祉
法
人
徳

地
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃六
八
四

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

秋
穂
町
社
会
福
祉

協
議
会

山
口
市

五
七
〇

阿
知
須
町
社
会
福

祉
協
議
会

〃七
四
三

護

九
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

訪
問
看

護

〃

〃

一

通
所
介

〃

定
し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

訪
問
介

護

平
成
一
七
、

一
〇
、

三

小
郡
下
郷

七
の
六

〃

〃

〃

徳
地
堀
一

の
一

〃

〃

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

業
所

廃
止
年
月
日

在

地

秋
穂
東
六

平
成
一
七
、

一
〇
、

二

阿
知
須
二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

医
療
法
人
伊
藤
内

科
医
院

下
関
市
稗

一
三
番
三

社
会
福
祉
法
人
山

口
市
社
会
福
祉
協

議
会

山
口
市
上

八
九
の
一

〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
六
百
四
十
五

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

医
療
法
人
社
団

光
栄
会

山
陽
小
野
田

大
字
埴
生
二

五
六
の
一

〃

〃〃

〃

有
限
会
社
メ
イ

コ
ー
セ
ン
タ
ー

島
根
県
浜
田

浅
井
町
八
六

二
一

有
限
会
社
あ
ん

の
メ
デ
ィ
カ
ル

山
口
市
吉
敷

〇
四
一
の
三

山
口
市

〃

亀
山

二
番
一
号

株
式
会
社
夢
の

み
ず
う
み
社

〃

中
尾

八
七
の
一

お
ご
お
り
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

〃一

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

田
北
町

六
号

指
定
居
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
藤
寿

苑

下一

竪
小
路

あ
い
お
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

山五

あ
じ
す
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

〃七

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

山
口

タ
ー

市一

ケ
ア
ハ
ウ
ス
さ

ん
よ
う
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

山
陽
小
野

大
字
埴
生

五
六
の
一

ケ
ア
ハ
ウ
ス
さ

ん
よ
う

〃〃

市の

岩
多
屋
福
祉
事

業
部
山
口
支
店

山
口
市
小

郷
三
五
四

三

三

ハ
ー
ト
ハ
ウ
ス

大
内

山
口
市
大

堀
一
八
九

一

町

山
口
市
秋
穂
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

〃

秋

三
九
九
三

七

夢
の
み
ず
う
み

村
防
府
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

防
府
市
大

浦
二
四
二

一

三

小
郡
下
郷

四
三
七
の
六

〃

〃

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

関
市
稗
田
北
町

一
番
八
号

平
成
一
七
、

九
、

口
市
秋
穂
東
六

七
〇

〃

一
〇
、

阿
知
須
二

四
三

〃

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

田
市

二
一

〃

〃

〃

〃

特
定
施

設
入
所

者
生
活

介
護

〃

〃

郡
上

一
の

福
祉
用

具
貸
与

〃

一
一
、

内
御

三
の

〃

〃

一
〇
、

穂
東

〃

〃

〃

字
西
九
の

〃

〃

〃

〃 一三〃 、 〃〃〃 〃〃〃



平

の
二

成 年 月 日 金曜日

八八四二の五の六

山 口

一
七六は

（定期）県 報

ム
ラ

医
療
栄
会

山
森

か
ら

第 号

医
療

社
会

口
市

議
会

山
口

有
限

一
、
字
猪
木
屋
二
六
六
一
、
字
猪

指
定
の
目
的

一
か
ら
八
八
五
ま
で
、
八
八
九
、

九
八
、
九
〇
六
の
一
、
九
二
九
、

四
か
ら
九
四
七
ま
で
、
九
五
四
の

、
二
七
一
五
の
一
、
二
七
一
五
の

一
、
二
七
二
四
の
二
、
二
七
四

、
二
七
五
六
、
二
七
五
七
の
二
、

二
、
二
七
六
八
、
二
七
七
〇
、
二

三
の
二
、
九
六
四
の
一
、
九
六
四

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

玖
珂
郡
美
川
町
大
字
四
馬
神
字
河

八
八
、
七
九
〇
、
七
九
二
、
八

、
八
七
七
、
二
六
八
〇
、
二
六
八

い
ろ
八
六
一
の
一
、
八
六
二
の
一

イ
フ

目
三
番
三
六
号

法
人
社
団
光

山
陽
小
野
田
市
大

字
埴
生
二
一
五
六

の
一

口
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る

法
人
英
知
会

〃

桜
畠
二
丁

目
六
番
八
号

福
祉
法
人
山

社
会
福
祉
協

〃

上
竪
小
路

八
九
の
一

市

〃

亀
山
町
二

番
一
号

会
社
ド
リ
ー

周
南
市
秋
月
二
丁

の
固
屋
二
七
七
八
、
二
七
七
九

八
九
〇
、
八
九
三
、
八
九
四
の

九
三
二
、
九
三
三
、
九
三
五
か

一
、
九
六
二
の
一
、
九
六
六
の

二
、
二
七
一
六
か
ら
二
七
二
一

三
の
一
、
二
七
四
三
の
二
、
二
七

二
七
五
七
の
三
、
二
七
六
〇
か

七
七
二
か
ら
二
七
七
五
ま
で
、

の
二
、
九
六
七
の
一
、
九
七
〇

山
口
県
知

平
七
八
三
の
一
、
字
大
浴
七
八

六
六
の
一
、
八
六
六
の
四
、
八
六

四
、
二
六
八
五
、
二
七
〇
八
、

、
八
六
三
の
二
、
八
六
五
の
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所

目
三
番

ケ
ア
ハ
ウ
ス
さ
ん

よ
う
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

山
陽
小

字
埴
生

の
一

百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
あ
お
ぞ

ら

〃目
六
番

と
く
ぢ
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

〃六
八
四

山
口
市
秋
穂
在
宅

介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

〃九
九
三

ド
リ
ー
ム
ラ
イ
フ

周
南
市

一
、
八
九
四
の
二
、
八
九
七
、

ら
九
三
七
ま
で
、
九
三
九
、
九

一
、
二
七
〇
一
、
二
七
一
二
の

ま
で
、
二
七
二
三
、
二
七
二
四

五
二
、
二
七
五
三
、
二
七
五

ら
二
七
六
三
ま
で
、
二
七
六
七

字
イ
ノ
コ
ヤ
九
五
五
の
一
、
九

の
一
、
九
七
一
の
一
、
九
七
六

事

二

井

関

成

五
、
七
八
六
の
一
、
七
八
七
、

七
か
ら
八
六
九
ま
で
、
八
七

字
西
谷
七
九
三
、
七
九
六
、
字

、
八
六
五
の
二
、
字
火
打
岩
八

三
六
号

九
、

〃

野
田
市
大

二
一
五
六

〃

一
〇
、

〃

規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

た
。

桜
畠
二
丁

八
号

〃

五
、

一

徳
地
堀
一

の
一

〃

一
〇
、

三

秋
穂
東
三

〃

〃

一

秋
月
二
丁

〃

漁
船
損
害
補
償
法
第
百
十
二

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

山
口
県
告
示
第
六
百
四
十
七

八
六
、
二
九
八
八
、
三
〇
〇

字
小
杉
谷
一
一
六
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

玖
珂
郡
美
川
町
大
字
四
馬

か
ら
一
一
五
六
ま
で
、
一
一

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

条
第
一
項
の
加
入
区
と
し
て
指
定

す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

る
。
）

号
三
、
字

原
一
一
六
〇
、
一
一
六

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

る
。
）

場
所

神
字
市
井
原
一
一
一
七
か
ら
一
一

八
〇
の
一
、
一
一
八
九
、
二
九
三

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美

す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

さ
れ
た
告
示
（
昭
和
三
十
五
年
山

種農
林
部
森
林
整
備
課
及
び
美
川
町

二
、
一
一
六
七
、
一
二
二
一
の
一

川
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

農
林
部
森
林
整
備
課
及
び
美
川
町

一
九
ま
で
、
一
一
二
五
、
一
一
五

五
、
二
九
八
二
、
二
九
八
五
、
二

川
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

種

四

口 役 、準 役四九 準

檪



平成

う
ち

年 月 日 金曜日

「
柳

井
市

「
柳

「
柳

「
上四

「
上

山 口 県

安
「
浮橘

賀
町

島
郡

字
西

笠
佐

（定期）報

「
東区

和
町

字
外

大
字

「
沖日浮

第 号

県
告

横
浜
町
」
を
「
周
南
市
の
う
ち
横

井
市
神
代
」
に
、
「
玖
珂
郡
大
畠

の
う
ち
神
代
（
上
南
部
の
区
域
を

井
市
（
神
代
加
入
区
、
大
畠
加
入

井
市
平
郡
」
に
、

関
加
入
区

熊
毛
郡
上
関
町

蒲
井
、
字
上
関

代
加
入
区

熊
毛
郡
上
関
町

関
加
入
区

熊
毛
郡
上
関
町

下
庄
加
入
区

大
島
郡
橘
町
の

大
字
秋

島
加
入
区

大
島
郡
周
防
大

加
入
区

大
島
郡
周
防

庄
、
大
字
土
居

」
を
「
大
島
郡
周
防
大
島
町
の
う

周
防
大
島
町
の
う
ち
大
字
東
屋
代

屋
代
、
大
字
戸
田
、
大
字
小
松
、

島
」
に
、
「
玖
珂
郡
和
木
村
」

和
町
東
部
加
入

大
島
郡
周
防
大

大
字
和
田
、
大

の
う
ち
大
字
森
」
を
「
大
島
郡
周

入
、
大
字
西
方
、
大
字
地
家
室
」

沖
家
室
島
、
大
字
外
入
」
に
、

家
室
加
入
区

大
島
郡
東
和
町

良
居
加
入
区

大
島
郡
橘
町
の

島
加
入
区

大
島
郡
橘
町
大

示
第
七
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

「
油
田
加
入
区

大
島
郡
東
和

和
田
加
入
区

大
島
郡
東
和

小
泊
加
入
区

大
島
郡
東
和

浜
町
」
に
、

村
（
大
字
神
代
の
う
ち
上
南
部

除
く
。
）
、
大
畠
、
遠
崎
」
に

区
及
び
平
郡
加
入
区
の
区
域
」

の
う
ち
大
字
長
島
の
う
ち
字
白

、
大
字
八
島

大
字
長
島
字
四
代

の
う
ち
大
字
長
島
、
大
字
八
島

う
ち
大
字
東
安
下
庄
、
大
字
西

島
町
大
字
浮
島

大
島
町
の
う
ち
大
字
油
良
、
大
字

、
大
字
日
前
、
大
字
西
安
下
庄

ち
大
字
久
賀
、
大
字
椋
野
」
に

、
大
字
家
房
、
大
字
東
三
蒲
、

大
字
横
見
、
大
字
日
見
、
大
字

を
「
玖
珂
郡
和
木
町
」
に
、
「
玖

島
町
の
う
ち
大
字
伊
保
田
、
大

字
内
入
、
大
字
小
泊

防
大
島
町
の
う
ち
大
字
森
」
に

を
「
大
島
郡
周
防
大
島
町
の
う

大
字
沖
家
室
島

う
ち
大
字
日
前
、
大
字
油
良
、

字
浮
島

の
よ
う
に
改
正
す
る
。山

口
県
知

町
の
う
ち
大
字
伊
保
田
、
大
字

町
の
う
ち
大
字
和
田
、
大
字
内

町
大
字
小
泊

の
区
域
を
除
く
。
）
」
を
「
柳

、
「
柳
井
市
（
大
字
平
郡
」
を

に
、
「
柳
井
市
大
字
平
郡
」
を

井
田
、
字

を
」」

に
、
「
徳
山
市
の

安
下
庄
、

」

東
安
下

、
大
字
秋
」
に
、
「
大
島
郡
久

、
「
大
島
郡
大
島
町
」
を
「
大

大
字
西
三
蒲
、
大
字
出
井
、
大

志
佐
、
大
字
小
松
開
作
、
大
字

珂
郡
大
畠
村
大
字
神
代
」
を

字
油
宇
、

」
に
、
「
大
島
郡
東

、
「
大
島
郡
東
和
町
の
う
ち
大

ち
大
字
地
家
室
、
大
字
西
方
、

大
字
土
居

を

事

二

井

関

成

油
宇

入

を
」

二
丁
目
、
御
姫
町
、
若
山
一

町
、
羽
島
一
丁
目
、
羽
島
二

河
原
町
、
長
田
町
、
大
字
高

二
丁
目
、
中
央
町
、
古
市
一

町
、
竹
島
町
、
河
内
町
、
坂

町
、
小
川
屋
町
、
富
田
一
丁

丁
目
、
平
野
二
丁
目
、
丸
山

温
田
二
丁
目
、
臨
海
町
、
大

川
二
丁
目
、
福
川
三
丁
目
、

町
、
新
田
一
丁
目
、
新
田
二

町
、
上
迫
町
、
新
地
町
、
本

町
、
三
笹
町
、

町
、
道
源

目
、
川
手
二
丁
目
、
野
村
一

三
丁
目
、
野
村
南
町
、
古
川

丁
目
、
花
園
町
、
桶
川
町
、

目
、
政
所
一
丁
目
、
政
所
二

四
丁
目
、
古
泉
一
丁
目
、
古

開
成
町
、
大
神
一
丁
目
、
大

大
神
四
丁
目
、
大
神
五
丁
目

玖
珂
郡
錦
町

玖
珂
郡
美
川
町

玖
珂
郡
美
和
町

市
の
う
ち
大
字
戸
田
」
に
、

「
徳
山
市
の
う
ち
大
字
下
上
、

新
南
陽
市

「
周
南
市
の
う
ち
大
字
下
上
、

川
崎
二
丁
目
、
川
崎
三
丁
目

「
徳
山
市
（

ケ
浜
加
入
区
及

字
下
上
、
大
字
夜
市
を
除
く

「
周
南
市
（

ケ
浜
加
入
区
、

入
区
の
区
域
を
除
く
。
）

玖
珂
郡
玖
珂
町

玖
珂
郡
本
郷
村

玖
珂
郡
周
東
町

丁
目
、
若
山
二
丁
目
、
中
畷

丁
目
、
羽
島
三
丁
目
、
か
せ

瀬
、
大
字
垰
、
大
字
米
光
、

丁
目
、
古
市
二
丁
目
、
新
堤

根
町
、
浜
田
一
丁
目
、
日
地

目
、
富
田
二
丁
目
、
平
野
一

町
、
港
町
、
温
田
一
丁
目
、

字
福
川
、
福
川
一
丁
目
、
福

福
川
南
町
、
社
地
町
、
皿
山

丁
目
、
西
桝
町
、
福
川
中
市

陣
町
、
室
尾
一
丁
目
、
室
尾

に

町
、
椎
木
町
、
川
手
一
丁

丁
目
、
野
村
二
丁
目
、
野
村

町
、
清
水
一
丁
目
、
清
水
二

土
井
一
丁
目
、
土
井
二
丁

丁
目
、
政
所
三
丁
目
、
政
所

泉
二
丁
目
、
古
泉
三
丁
目
、

神
二
丁
目
、
大
神
三
丁
目
、

、
宮
の
前
一
丁
目
、
宮
の
前

」

大
字
夜
市

」
を

大
字
夜
市
、
川
崎
一
丁
目
、

、
大
字
富
田
、
西
千
代
田

び
戸
田
加
入
区
の
区
域
、
大

。
）

」
を

戸
田
加
入
区
及
び
新
南
陽
加

に

五

、
「
吉
敷
郡
秋
穂
町
東
」
を
「
山

、
「
徳
山
市
大
字
戸
田
」
を
「
周

口 南



平

壇
「
下

成 年 月 日 金曜日

目
、

丁
目

五
丁

津
井

「
王才長

山 口

陽
町

大
字

陽
小

字
宇

丁
目

屋
東

屋
川

（定期）県 報

「
小高

「
小

第 号

大
市
秋

穂
東

「
山嘉阿

「
山

之
浦
加
入
区

下
関
市
大
字
壇

関
市
東
部
加
入

下
関
市
の
う
ち

松
屋
本
町
一
丁
目
、
松
屋
本
町
二

、
王
喜
本
町
一
丁
目
、
王
喜
本
町

目
、
王
喜
本
町
六
丁
目
、
白
崎
一

一
丁
目
、
王
喜
宇
津
井
二
丁
目
、

司
加
入
区

下
関
市
の
う
ち

字
員
光
、
大
字

川
加
入
区

下
関
市
大
字
才

府
加
入
区

下
関
市
大
字
長

を
除
く
。
）

厚
狭
大
字
郡
の
う
ち
二
級
国
道
二

郡
、
大
字
鴨
庄
、
大
字
山
川
、
大

野
田
市
の
う
ち
大
字
津
布
田
、
大

津
井
」
を
「
下
関
市
の
う
ち
大
字

、
木
屋
川
本
町
三
丁
目
、
木
屋
川

町
二
丁
目
、
松
屋
東
町
三
丁
目
、

南
町
三
丁
目
、
木
屋
川
南
町
四
丁

く
。
）

美
祢
市

美
祢
郡
美
東
町

美
祢
郡
秋
芳
町

阿
武
郡
阿
東
町

野
田
加
入
区

小
野
田
市
大
字

泊
加
入
区

小
野
田
市
大
字

野
田
加
入
区

山
陽
小
野
田
市

字
夏
切
、
大
字
馬
神

穂
東
」
に
、
「
吉
敷
郡
秋
穂
町

（
防
府
市
加
入
区
の
区
域
を
除
く

口
加
入
区

山
口
市
の
う
ち

川
加
入
区

山
口
市
の
う
ち

知
須
加
入
区

吉
敷
郡
阿
知
須

山
口
市
大
字
佐

口
市
加
入
区

山
口
市
（
防
府

之
浦
町

大
字
吉
田
地
方
、
大
字
吉
田
、

丁
目
、
松
屋
本
町
三
丁
目
、
松

二
丁
目
、
王
喜
本
町
三
丁
目
、

丁
目
、
白
崎
二
丁
目
、
白
崎
三

王
喜
宇
津
井
三
丁
目
」
に
、

大
字
宇
部
、
大
字
神
田
、
大
字

田
倉
、
大
字
勝
谷

川府 号
線
以
南
の
区
域
」
を
「
山
陽

字
山
野
井
」
に
、
「
厚
狭
郡
山

字
福
田
、
大
字
埴
生
」
に
、
「

松
屋
、
大
字
宇
津
井
、
木
屋
川

本
町
四
丁
目
、
木
屋
川
本
町
五

工
領
開
作
、
木
屋
川
南
町
一
丁

目
、
松
屋
上
町
一
丁
目
、
松
屋

小
野
田

西
高
泊

（
厚
狭
加
入
区
及
び
埴
生
加
入

」

（
防
府
市
加
入
区
の
区
域
を
除
く

。
）
、
秋
穂
西
」
に
、

大
字
秋
穂
二
島
、
大
字
名
田
島

大
字
嘉
川
、
大
字
江
崎
、
大
字

町山市
加
入
区
及
び
秋
穂
加
入
区
の

」

木
屋
川
一

屋
本
町
四
丁
目
、
松
屋
本
町
五

王
喜
本
町
四
丁
目
、
王
喜
本
町

丁
目
、
白
崎
四
丁
目
、
王
喜
宇

山
田
、
大

を
」
に
、
「
厚
狭
郡
山

小
野
田
市
の
う
ち
大
字
厚
狭
、

陽
町
埴
生
大
字
埴
生
」
を
「
山

下
関
市
の
う
ち
大
字
松
屋
、
大

本
町
一
丁
目
、
木
屋
川
本
町
二

丁
目
、
松
屋
東
町
一
丁
目
、
松

目
、
木
屋
川
南
町
二
丁
目
、
木

上
町
二
丁
目
、
松
屋
上
町
三
丁

」
に
、

」
を

区
の
区
域

。
）
」
を
「
山
口
市
の
う
ち
秋

深
溝

」
を

区
域
を
除

町
、
長

長
府
外

司
上
町

長
府
才

観
音
町

員
光
町

字
員
光

長
府
港

府
松
小

小
田
南

三
丁
目

丁
目
、

町
二
丁

司
本
町

神
田
一

王
司
神

目
、
清

町
二
丁

三
丁
目

丁
目
、

迫
三
丁

末
鞍
馬

目
、
清

三
丁
目

王
司
川

目
、
清

区

丁
目
、

月
高
雄

島
二
丁

月
本
町

目
、
清

四
丁
目

市
原
町

町
、
小

府
古
城
町
、
長
府
中
六
波
町
、
長

浦
町
、
長
府
印
内
町
、
長
府
東
侍

五
丁
目
、
ゆ
め
タ
ウ
ン
、
王
司
南

川
一
丁
目
、
長
府
才
川
二
丁
目
、

、
大
字
山
田
、
千
鳥
ケ
丘
町
、
員

二
丁
目
、
員
光
町
三
丁
目
、
員
光

、
西
観
音
町
、
長
府
松
小
田
東
町

町
、
長
府
松
小
田
本
町
、
長
府
松

田
中
町
、
長
府
江
下
町
、
大
字
松

町
、
長
府
日
の
出
町
、
長
府
宮
崎

、
千
鳥
浜
町
、
清
末
千
房
一
丁
目

清
末
千
房
三
丁
目
、
王
司
本
町
一

目
、
王
司
本
町
三
丁
目
、
王
司
本

五
丁
目
、
王
司
本
町
六
丁
目
、
長

丁
目
、
王
司
神
田
二
丁
目
、
王
司

田
四
丁
目
、
王
司
神
田
五
丁
目
、

末
大
門
、
亀
浜
町
、
王
司
上
町
一

目
、
王
司
上
町
三
丁
目
、
王
司
上

、
乃
木
浜
一
丁
目
、
乃
木
浜
二
丁

小
月
杉
迫
一
丁
目
、
小
月
杉
迫
二

目
、
清
末
鞍
馬
一
丁
目
、
清
末
鞍

三
丁
目
、
清
末
鞍
馬
四
丁
目
、
清

末
中
町
一
丁
目
、
清
末
中
町
二
丁

、
清
末
陣
屋
、
清
末
本
町
、
王
司

端
二
丁
目
、
王
司
川
端
三
丁
目
、

末
西
町
一
丁
目
、
清
末
西
町
二
丁

木
屋
川
二
丁
目
、
大
字
小
月
町
、

町
、
小
月
西
の
台
、
小
月
小
島
一

目
、
小
月
宮
の
町
、
小
月
南
町
、

一
丁
目
、
小
月
本
町
二
丁
目
、
清

末
東
町
二
丁
目
、
清
末
東
町
三
丁

、
清
末
東
町
五
丁
目
、
清
末
東
町

、
大
字
清
末
、
小
月
駅
前
一
丁
目

月
茶
屋
一
丁
目
、
小
月
茶
屋
二
丁

府
前
八
幡
町
、

町
、
長
府
豊
城

町
、
赤
池
町
、

大
字
宇
部
、
東

光
町
一
丁
目
、

町
四
丁
目
、
大

、
大
字
才
川
、

小
田
北
町
、
長

小
田
、
長
府
松

町
、
長
府
八
幡

に
、
「
下
関
市

、
清
末
千
房
二

丁
目
、
王
司
本

町
四
丁
目
、
王

府
扇
町
、
王
司

神
田
三
丁
目
、

王
司
神
田
六
丁

丁
目
、
王
司
上

町
四
丁
目
、
王

目
、
乃
木
浜
三

丁
目
、
小
月
杉

馬
二
丁
目
、
清

末
鞍
馬
五
丁

目
、
清
末
中
町

川
端
一
丁
目
、

清
末
五
毛
一
丁

目
、
清
末
西
町

小
月
京
泊
、
小

丁
目
、
小
月
小

小
月
幸
町
、
小

末
東
町
一
丁

目
、
清
末
東
町

六
丁
目
、
小
月

、
小
月
公
園

目
、
小
月
茶
屋

六

大



平成

目
、

彦
島

浦
町

年 月 日 金曜日

の
浦

一
丁

目
、

島
角

彦
島

村
町

「
下

域
」

山 口 県

字
彦

浦
町

（定期）報 第 号

彦
島
弟
子
待
東
町
、
彦
島
田
の
首

塩
浜
町
二
丁
目
、
彦
島
塩
浜
町
三

二
丁
目
、
彦
島
福
浦
町
三
丁
目
、

町
七
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
八
丁

目
、
彦
島
向
井
町
二
丁
目
、
彦

彦
島
山
中
町
二
丁
目
、
彦
島
角
倉

倉
町
四
丁
目
、
彦
島
海
士
郷
町
、

本
村
町
一
丁
目
、
彦
島
本
村
町
二

五
丁
目
、
彦
島
本
村
町
六
丁
目
、

関
市
大
字
彦
島
の
う
ち
竹
ノ
子

を
「
下
関
市
の
う
ち
彦
島
弟
子

長
府
浜
浦
南
町

谷
新
町
二
丁

目
、
田
倉
御
殿

谷
、
前
田
一
丁

町
、
大
字
秋

目
、
秋
根
上
町

島
海
士
郷
」
を
「
下
関
市
の
う
ち

三
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
四
丁
目

府
三
島
町
、
長

町
、
長
府
紺

町
、
長
府
惣
社

府
新
四
王
司
町

丁
目
、
長
府
安

府
川
端
一
丁
目

字
勝
谷
、
長

倉
、
長
府
浜
浦

町
、
長
府
中

町
、
長
府
中

町
、
長
府
松
小

町
、
長
府
中
浜

目
、
長
府
松
原

府
満
珠
町
、
長

府
亀
の
甲
二
丁

町
一
丁
目
、
彦
島
田
の
首
町
二

丁
目
、
彦
島
塩
浜
町
四
丁
目
、

彦
島
迫
町
一
丁
目
、
彦
島
迫
町

目
、
彦
島
江
の
浦
町
九
丁
目
、

島
杉
田
町
一
丁
目
、
彦
島
杉
田
町

町
一
丁
目
、
彦
島
角
倉
町
二
丁

彦
島
老
町
一
丁
目
、
彦
島
老
町

丁
目
、
彦
島
本
村
町
三
丁
目
、

彦
島
本
村
町
七
丁
目
、
彦
島
緑

島
、
西
山
、
迫
町
、
福
浦
、
田
ノ

待
町
一
丁
目
、
彦
島
弟
子
待
町
二

、
長
府
向
田
町
、
勝
谷
新
町
一

目
、
勝
谷
新
町
三
丁
目
、
勝
谷
新

町
一
丁
目
、
田
倉
御
殿
町
二
丁

目
、
前
田
二
丁
目
、
大
字
前
田

根
、
秋
根
上
町
一
丁
目
、
秋
根
上

三
丁
目
、
み
も
す
そ
川
町
、
壇

彦
島
江
の
浦
町
一
丁
目
、
彦
島

、
彦
島
江
の
浦
町
五
丁
目
、
彦

府
中
尾
町
、
長
府
羽
衣
町
、
長

屋
町
、
長
府
宮
の
内
町
、
長
府
古

町
、
長
府
黒
門
町
、
長
府
羽
衣

、
長
府
安
養
寺
一
丁
目
、
長
府

養
寺
三
丁
目
、
長
府
安
養
寺
四

、
長
府
川
端
二
丁
目
、
長
府
逢

府
高
場
町
、
長
府
野
久
留
米
町
、

町
、
長
府
珠
の
浦
町
、
長
府
浜

土
居
本
町
、
長
府
金
屋
浜
町
、
長

土
居
北
町
、
長
府
中
之
町
、
長
府

田
西
町
、
長
府
土
居
の
内
町
、

町
、
長
府
侍
町
一
丁
目
、
長
府

町
、
長
府
金
屋
町
、
長
府
新
松

府
黒
門
南
町
、
長
府
亀
の
甲
一

目
、
大
字
豊
浦
村
、
長
府
満
珠

丁
目
、
彦
島
塩
浜
町
一
丁
目
、

彦
島
福
浦
町
一
丁
目
、
彦
島
福

二
丁
目
、
彦
島
迫
町
三
丁
目
、

彦
島
桜
ケ
丘
町
、
彦
島
向
井
町

二
丁
目
、
彦
島
山
中
町
一
丁

目
、
彦
島
角
倉
町
三
丁
目
、
彦

二
丁
目
、
彦
島
老
町
三
丁
目
、

彦
島
本
村
町
四
丁
目
、
彦
島
本

町
、
彦
島
老
の
山
公
園
」
に
、

首
、
塩
浜
及
び
弟
子
待
の
区

丁
目
、
彦
島
弟
子
待
町
三
丁

丁
目
、
勝

町
四
丁

目
、
東
勝

、
前
勝
谷

町
二
丁

之
浦
町

」

江
の
浦
町
二
丁
目
、
彦
島
江
の

島
江
の
浦
町
六
丁
目
、
彦
島
江

府
四
王
司

江
小
路

南
町
、
長

安
養
寺
二

丁
目
、
長

坂
町
、
大

大
字
田

浦
西
町
、

府
豊
浦

黒
門
東

長
府
南
之

侍
町
二
丁

原
町
、
長

丁
目
、
長

新
町
、
長

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭

同
意
を
求
め
る
た
め
、
次
の
一

当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船

「
及
び
見
島
加
入
区
」
を
「
、

須
佐
町
」
を
「
萩
市
の
う
ち
大

郡
田
万
川
町
」
を
「
萩
市
の
う

万
、
大
字
中
小
川
、
大
字
上
田

山
口
県
告
示
第
六
百
四
十
八

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

の
区
域
を
除
く
。
）
」
に
、
「

「
大
津
郡
油
谷
町
（
油
谷
町
北

油
谷
角
山
、
油
谷
河
原
、
油
谷

谷
町
の
う
ち
大
字
向
津
具
上
、

向
津
具
下
、
油
谷
向
津
具
上
、

ち
日
置
蔵
小
田
、
日
置
野
田
、

を
「
油
谷
町
加
入
区
、
油
谷
町

隅
町
加
入
区
」
に
、
「
大
津
郡

地
」
に
、
「
豊
浦
郡
豊
浦
町
の

町
大
字
上
大
野
、
菊
川
町
大
字

貴
飯
、
菊
川
町
大
字
轡
井
、
菊

町
大
字
下
保
木
、
菊
川
町
大
字

山
、
菊
川
町
大
字
日
新
、
菊
川

大
字
吉
賀
、
豊
浦
町
大
字
宇
賀

浦
町
大
字
黒
井
、
豊
浦
町
大
字

洋
台
三
丁
目
、
豊
浦
町
豊
洋
台

彦
島
迫
町
四
丁
目
、
彦
島
迫
町

目
、
彦
島
西
山
町
二
丁
目
、
彦

島
竹
ノ
子
島
町
」
に
、
「
王
司

区
、
南
風
泊
加
入
区
、
六
連
島

区
、
南
風
泊
加
入
区
、
六
連
島

加
入
区
、
豊
北
町
加
入
区
及
び

浦
町
大
字
室
津
下
」
に
、
「
豊

和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）

の
と
お
り
事
前
届
出
が
あ
っ
た
。

調
書
は
、
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に

見
島
加
入
区
、
須
佐
加
入
区
及
び

字
須
佐
、
大
字
弥
富
上
、
大
字
弥

ち
大
字
上
小
川
西
分
、
大
字
江
崎

万
、
大
字
下
小
川
」
に
改
め
る
。

号（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八

豊
浦
郡
豊
北
町
大
字
角
島
」
を

西
部
加
入
区
の
区
域
を
除
く
。
）

蔵
小
田
、
油
谷
新
別
名
、
油
谷
津

大
字
向
津
具
下
、
大
字
川
尻
、
大

油
谷
川
尻
、
油
谷
後
畑
」
に
、
「

日
置
下
、
日
置
中
、
日
置
上
」
に

北
西
部
加
入
区
、
日
置
町
加
入
区

三
隅
町
」
を
「
長
門
市
の
う
ち
三

う
ち
大
字
川
棚
、
大
字
小
串
、
大

上
岡
枝
、
菊
川
町
大
字
上
田
部
、

川
町
大
字
久
野
、
菊
川
町
大
字
下

田
部
、
菊
川
町
大
字
七
見
、
菊
川

町
大
字
東
中
山
、
菊
川
町
大
字
道

、
豊
浦
町
大
字
小
串
、
豊
浦
町
大

吉
永
、
豊
浦
町
豊
洋
台
一
丁
目
、

新
町
、
豊
浦
町
大
字
室
津
上
、
豊

五
丁
目
、
彦
島
迫
町
六
丁
目
、
彦

島
西
山
町
三
丁
目
、
彦
島
西
山
町

加
入
区
、
才
川
加
入
区
、
長
府
加

加
入
区
、
蓋
井
島
加
入
区
」
を

加
入
区
、
蓋
井
島
加
入
区
、
室
津

角
島
加
入
区
」
に
、
「
豊
浦
郡
豊

浦
郡
豊
浦
町
大
字
黒
井
字
涌
田
」

七

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

供
す
る
。

田
万
川
町
加
入
区
」
に
、
「
阿
武

富
下
、
大
字
鈴
野
川
」
に
、
「
阿

、
大
字
上
小
川
東
分
、
大
字
下

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

「
下
関
市
豊
北
町
大
字
角
島
」
に

」
を
「
長
門
市
の
う
ち
油
谷
伊
上

黄
、
油
谷
久
富
」
に
、
「
大
津
郡

字
後
畑
」
を
「
長
門
市
の
う
ち
油

大
津
郡
日
置
町
」
を
「
長
門
市
の

、
「
仙
崎
加
入
区
及
び
通
加
入
区

、
仙
崎
加
入
区
、
通
加
入
区
及
び

隅
下
、
三
隅
中
、
三
隅
上
」
に

字
宇
賀
」
を
「
下
関
市
の
う
ち
菊

菊
川
町
大
字
上
保
木
、
菊
川
町
大

大
野
、
菊
川
町
大
字
下
岡
枝
、
菊

町
大
字

崎
、
菊
川
町
大
字
西

市
、
菊
川
町
大
字
樅
ノ
木
、
菊
川

字
川
棚
、
豊
浦
町
大
字
厚
母
郷
、

豊
浦
町
豊
洋
台
二
丁
目
、
豊
浦
町

浦
町
大
字
室
津
下
（
室
津
下
加
入

島
迫
町
七
丁
目
、
彦
島
西
山
町
一

四
丁
目
、
彦
島
西
山
町
五
丁
目
、

入
区
、
壇
之
浦
加
入
区
、
彦
島
加

「
下
関
市
東
部
加
入
区
、
彦
島
加

下
加
入
区
、
黒
井
加
入
区
、
豊
浦

浦
町
大
字
室
津
下
」
を
「
下
関
市

を
「
下
関
市
豊
浦
町
大
字
涌
田

る 郡武田よ 、、油谷う」三、 川字川中町豊豊区 丁彦入入町豊後



平成 年 月 日 金曜日

埴下加彦豊区

山 口

徳区山区小区厚

（定期）県 報

白橘上

第 号

一
東加

〃

〃

〃

〃

生
加
入
区

〃

大
字

〃

〃

関
市
東
部

入
区

下
関
市
長
府
東
侍
町

〃

長
府
浜
浦
町

島
加
入
区

〃

彦
島
海
士

〃

〃

浦
町
加
入

〃

豊
浦
町
大
字 郷

〃

〃

〃

山
市
加
入

周
南
市
大
字
粭
島
一

〃

大
字
徳
山
六

口
市
加
入

山
口
市
秋
穂
二
島
四

〃

〃

四

野
田
加
入

山
陽
小
野
田
市
赤
崎

〃

赤
崎

狭
加
入
区

〃

大
字

〃

〃

五

木
加
入
区

〃

〃

〃

〃

加
入
区

〃

〃

二
の
一

〃

〃

四
五
の
一

関
加
入
区

熊
毛
郡
上
関
町
大
字

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

届
出
事
項

加
入
区

発

住

和
町
東
部

入
区

大
島
郡
周
防
大
島
町

の
四

二
三
三
〇
の
一

吉
岡

五
二
五
七

竹
本

埴
生
七
〇
六

藤
井

九
一
六

松
本

二
番
九
号

松
尾

三
二
番
二
号

山
口

町
五
番
二
〇
号

嶋
田

八
番
二
号

大
隅

小
串
二
三
九
七

杉
本

六
〇
〇

菊
村

六
七

橋
本

七
八
六
の
三
一

石
丸

三
八
の
四
四

武
田

三
八
の
一

渡
壁

二
丁
目
二
二
番
六
号

西
村

一
丁
目
五
番
五
号

末
永

郡
五
一
九
〇
の
一

政
田

〃

二
八
五

松
井

大
字
西
方
二
一
二
八

河

大
字
地
家
室
二
二
三

西
村

大
字
西
安
下
庄
五
七

西
野
美

〃

二
〇

石
田

長
島
三
八
七

山
根

山
口
県
知

起

人

所

氏

大
字
伊
保
田
二
五
六

鶴
村
福

勉
信
正

亀
人

〃

孝
行隆

〃

弘文

〃

昭
正
治

〃

直
昭

好
久

〃

貢
通
泰

〃

輝
茂

広
司

〃

計
豊

勝
美

〃

安
雄

正
雄

〃

隼
人

佐
雄

〃

一
時
丸

〃

事

二

井

関

成

名

漁
船
損
害
等
補
償
法
第

百
十
三
条
第
一
項
の
申

出
を
す
る
漁
業
協
同
組

合

太
郎

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

地

名

及

び

番

山
口
県
告
示
第
六
百
四
十
九

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
柳
井
土

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

下
関
市
東
部

加
入
区

〃

彦
島
加
入
区

〃

豊
浦
町
加
入

区

〃

萩
市
中
部
加

入
区

〃

橘
加
入
区

〃

上
関
加
入
区

〃

徳
山
市
加
入

区

〃

山
口
市
加
入

区

〃

小
野
田
加
入

区

〃

厚
狭
加
入
区

〃

埴
生
加
入
区

〃

萩
市
中
部
加

入
区

萩
市
大
字
椿

〃

〃

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

縦

東
和
町
東
部

加
入
区

平
成
十
七
年

白
木
加
入
区

〃

地

（
メ
ー
ト
ル
）

号
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

山
口

幅

員

延

東
一
一
八
九
の
五
一
七

山

一
一
八
九
の
四
八
四

藤

覧

期

間

十
二
月
二
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま

（
メ
ー
ト
ル
）

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

長

道
路
の
敷
地
と
な

〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃

本

光
男

〃

田

利
男

縦

覧

場

所

で

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

〃

八

路



平成

七
証

年 月 日 金曜日

六

山 口 県

三四
月

五

（定期）報

保
条
の

一二

第 号

熊五（
六

受
験
手
数
料

六
千
九
百
円
に
相
当
す
る
山
口
県

紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番

山
口
県
健
康
福
祉
部
医
務
課

提
出
書
類
等

受
験
願
書

受
験
資
格
証
明
書

写
真
（
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身

入
す
る
こ
と
。
）

山
口
市
吉
田
一
六
七
七
番
地
一

山
口
大
学
経
済
学
部
校
舎

受
験
資
格

法
第
二
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
十
八
年
一
月
四
日
（
水
曜
日

十
一
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の

受
験
願
書
の
提
出
先

健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二

規
定
に
よ
り
、
准
看
護
師
試
験
を

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

試
験
の
日
時

平
成
十
八
年
二
月
十
六
日
（
木
曜

試
験
の
場
所

毛
郡
田
布
施
町
大
字
麻
郷
字
志
取
二
六

の
一
地
先

公

三
八
）
准
看
護
師
試
験
の
実
施

収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定

号
七
五
三

八
五
〇
一
）

、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し

像
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

）
か
ら
同
月
十
一
日
（
水
曜
日

は
、
有
効
と
す
る
。
）

十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
。
以

次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

山
口
県
知

日
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時

二

四
・
一

四
・
九

告

の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入

、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

、
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記

）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
一

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八

事

二

井

関

成

三
十
分
ま
で

三
四
・
五

一
九
九
・
八
七

〃玖
珂
郡
周
東
町
川
越
土
地

改
良
区

〃〃〃〃〃〃〃〃
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

美
祢
市
於
福
土
地
改
良
区

〃〃

受
験
願
書
等
の
請
求
は

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の

二
九
二
八
）
に
す
る
こ
と

（
六
三
九
）
土
地
改
良
区
の
役

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

八

合
格
者
の
発
表
等

合
格
者
の
発
表
は
、
平

口
県
庁
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ

試
験
の
得
点
の
開
示
は

開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る

知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

九

そ
の
他

〃

末
岡

進

〃

理

事

林

聖
文

玖
珂

〃

草
場

圭
介

〃

〃

坂
田

悟

〃

〃

山
田

博

〃

〃

藤
田

茂

〃

〃

藤
田

昭
二

〃

〃

西
村
源
治
郎

〃

監

事

藍
原

正
甫

〃

〃

岡
崎

薫

〃 山
口

理
事
監
事
の
別

氏

名

住

理

事

入
江

勝
吉

美
祢

〃

西
村

興
宣

〃

〃

安
永

勉
武

〃

、
山
口
県
健
康
福
祉
部
医
務
課
に

問
合
せ
は
、
山
口
県
健
康
福
祉
部

。員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八

の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り

成
十
八
年
三
月
十
五
日
（
水
曜
日

ョ
ン
プ
ラ
ザ
内
の
掲
示
板
に
掲
示

、
山
口
県
健
康
福
祉
部
医
務
課
に

受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以

九

大
嶺
町
北
分
三
二
七
九

郡
周
東
町
大
字
獺
越
一
四
〇
〇

〃

二
四
〇
八

〃

一
一
九
七

〃

二
六
一

大
嶺
町
北
分
二
九
九
九

〃

二
九
一
五

於
福
町
上
三
三
五
四

於
福
町
下
三
七
一
二
の
二

〃

二
五
一
〇

県
知
事

二

井

関

成所

市
於
福
町
上
四
一
五
八

〃

三
二
一
二

於
福
町
下
三
三
〇
九

す
る
こ
と
。

医
務
課
（
電
話
〇
八
三

九
三
三

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

ま
し
た
。

）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を

す
る
。

お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得
点

後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の
旨

地 山のを

公

告



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 金曜日

改〃〃〃〃〃〃

山 口

〃〃〃〃〃〃〃玖

（定期）県 報

二
美〃〃〃〃

第 号

〃〃〃〃〃〃〃七
年
十
二
月
二
日
印
刷

七
年
十
二
月
二
日
発
行

良
区

〃〃〃監〃〃 〃〃〃〃監〃〃

珂
郡
周
東
町
川
越
土
地

理

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
監
事
の

祢
市
於
福
土
地
改
良
区

理〃〃〃〃 〃〃〃〃監〃〃

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

安
永

博
彦

〃

〃

村
中

齊

〃

〃

安
永

千
之

〃

〃

事

弘
中

義
久

〃

〃

四

荒
木

武
則

〃

〃

國
本

展
男

〃

〃

山
田

博

〃

〃

藤
田

茂

〃

大

藤
田

昭
二

〃

〃

篠
原

清
一

〃

於

事

藍
原

正
甫

〃

〃

坂
田

悟

〃

〃

末
岡

進

〃

大

事

林

聖
文

玖
珂
郡
周

別

氏

名

住

事

入
江

勝
吉

美
祢
市
於

西
村

興
宣

〃

〃

安
永

勉
武

〃

於

草
場

圭
介

〃

〃

岸
根

弘
登

〃

〃

林

寛
之

〃

〃

六

安
永

博
彦

〃

〃

村
中

齊

〃

〃

高
木

可
也

〃

〃

事

弘
中

義
久

〃

〃

四

荒
木

武
則

〃

〃

國
本

展
男

〃

〃
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

〃

二
三
七
六

〃

二
九
二
一

〃

二
四
〇
八

大
字
下
久
原
二
八
四
九
の

大
字
獺
越
一
四
六
一

大
字
三
瀬
川
六
九
六
の
一

二
六
一

嶺
町
北
分
二
九
九
九

二
九
一
五

福
町
下
三
一
二
四

三
七
一
二
の
二

一
一
九
七

嶺
町
北
分
三
二
七
九

東
町
大
字
獺
越
一
四
〇
〇 所

福
町
上
四
一
五
八

三
二
一
二

福
町
下
三
三
〇
九

二
四
〇
八

二
五
〇
一

大
字
下
久
原
二
〇
三
一
の

大
字
獺
越
二
三
七
六

〃

二
九
二
一

〃

一
八
〇
八
の
一

大
字
下
久
原
二
八
四
九
の

大
字
獺
越
一
四
六
一

大
字
三
瀬
川
六
九
六
の
一

七
百
円
（
送
料
共
）

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

光
市
木
園
一
丁
目
五
番
二

株
式
会
社
ひ
か
り
シ
テ

（
六
四
一
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

光
市
木
園
一
丁
目

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備

（
六
四
〇
）
国
営
農
地
再
編
整

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業
の
施

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

ま
す
。平

成
十
七
年
十
二
月
二
日

住
所
及
び
氏
名

五
号

ィ
開
発

る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

山
口

域
の
名
称

（
豊
北
地
区
安
崎
下
換
地
区
）
換

か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

課 備
事
業
（
豊
北
地
区
安
崎
下
換
地

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

行
に
係
る
豊
北
地
区
安
崎
下
換
地

同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

山
口

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

県
知
事

二

井

関

成

地
計
画
書
の
写
し

区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

県
知
事

二

井

関

成

一
〇

に 、同し


